
  

 

 

 

 

 

 

 

菅谷高畑土地区画整理事業 

保留地販売 

案 内 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

高崎市菅谷高畑土地区画整理組合 

（事務局：高崎市役所 10 階区画整理課内） 

ＴＥＬ：０２７（３２１）１２７５[直通] 

 

 



  

 

保 留 地 と は 
 

１ 保留地は土地区画整理事業により生じた土地で、一般の土地と異なり法務局には

登記されていません。このため、換地処分後の登記が令和７年１２月末（予定）

に完了するまでは登記識別情報通知（登記済権利証）、登記事項証明書、登記事項

要約書等の取得ができません。 

 

２ 換地処分後の登記が完了した時点で、締結済みの売買契約書により、高崎市菅谷

高畑土地区画整理組合（以下、「組合」という）が買受人に所有権移転登記をいた

します。なお、登記に要する費用は買受人の負担となります。 

 

３ 抵当権設定は、換地処分後の登記が完了した後に登記可能となります。住宅建築

に伴う融資を受ける場合は、金融機関に相談してください。 

 

４ 現状有姿での引渡しとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 都市ガスは整備されていないため、個別プロパンガスになります。 

 


